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八潮市役所　☎048-996-2111 腹日時・期間　 複場所　 覆対象　 淵内容　 弗持ち物　 払定員　 沸費用　 仏申し込み　 物問い合わせ

おしらせＨＯＴコーナー　案内おしらせＨＯＴコーナー　案内

お
し
ら
せ

お
し
ら
せ

Ｈ
Ｏ
Ｔ

Ｈ
Ｏ
Ｔ
コ
ー
ナ
ー

コ
ー
ナ
ー

市役所の電話
996-2111

FAX
995-7367

０１２０‒８４０‒２２５
防災行政無線で放送した
内容が聞き取れなかった
場合、再度聞き直せます
（定時放送を除く）。通話
料は無料です。

防災行政無線
テレホンサービス

案
内
案
内

八
潮
市
議
会
定
例
会
の
傍
聴

　
令
和
元
年
第
４
回
八
潮
市
議
会
定
例
会

を
１２
月
１９
日
ま
で
開
会
し
て
い
ま
す
。

一
般
質
問
日
＝
１２
月
１６
日
㈪
～
１８
日
㈬

※
一
般
質
問
と
は
、
議
員
が
市
の
仕
事
全

般
に
つ
い
て
、
執
行
機
関
か
ら
現
在
の
状

況
や
こ
れ
か
ら
の
考
え
を
聞
く
こ
と

払
各
日
４２
人
（
当
日
先
着
順
）

物
議
事
調
査
課
☎
焚
２
７
７

会
議
の
開
催

●
第
４
回
市
民
活
動
推
進
委
員
会
の
傍
聴

腹
１２
月
１９
日
㈭　
午
後
２
時
～

複
や
し
お
生
涯
楽
習
館
セ
ミ
ナ
ー
室
１

覆
市
内
に
住
民
登
録
が
あ
り
、
引
き
続
き

１
年
以
上
在
住
し
て
い
る
方

貸
付
限
度
額　
▼
高
校
・
専
修
学
校
＝
１５

万
円
▼
大
学
＝
２５
万
円

連
帯
保
証
人　
要
１
人
（
住
所
・
所
得
要

件
な
ど
あ
り
）

受
付
期
間　
令
和
２
年
１
月
６
日
～
２７
日

※
合
格
発
表
前
で
も
申
請
可

返
済
方
法　
入
学
後
６
カ
月
据
え
置
き
、

修
学
期
間
終
了
ま
で
に
返
済

※
他
に
、
長
田
義
弘
教
育
基
金
な
ど
を
原

資
と
し
た
、
奨
学
生
本
人
・
市
内
小
中
学

校
の
児
童
生
徒
の
保
護
者
（
入
学
す
る
児

童
生
徒
を
含
む
）
が
借
り
る
こ
と
が
で
き

る
教
育
資
金
（
無
利
子
）
の
貸
付
も
あ
り

ま
す
。

※
詳
し
く
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

物
教
育
総
務
課
☎
焚
３
６
１

八
潮
市
特
別
人
権
相
談
所
開
設

　
相
談
は
無
料
で
、
秘
密
は
固
く
守
ら
れ

ま
す
。

腹
１２
月
１２
日
㈭　
午
前
１０
時
～
午
後
４
時

ま
す
。

　
農
林
業
セ
ン
サ
ス
は
、
農
林
業
・
農
山

村
地
域
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を

目
的
に
、
５
年
ご
と
に
実
施
す
る
農
林
業

に
関
す
る
最
も
基
本
的
な
統
計
調
査
で
す
。

　
皆
さ
ん
か
ら
提
出
い
た
だ
く
調
査
票
の

記
入
内
容
に
つ
い
て
は
、
統
計
法
に
基
づ

き
厳
重
に
保
護
さ
れ
ま
す
。
１
月
中
旬
ご

ろ
よ
り
調
査
員
が
伺
い
ま
す
の
で
、
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

物
企
画
経
営
課
☎
焚
２
３
３

交
通
事
故
被
害
者
の
ご
家
族
へ

援
護
金
を
給
付

覆
県
内
在
住
で
、
平
成
１３
年
４
月
２
日
以

降
に
生
ま
れ
た
交
通
遺
児
等

※
交
通
遺
児
等
＝
交
通
事
故
（
陸
海
空
す

べ
て
の
交
通
機
関
の
運
行
に
よ
り
生
じ
た

事
故
）
に
よ
り
死
亡
ま
た
は
重
い
障
が
い

を
負
っ
た
保
護
者
に
養
育
さ
れ
て
い
る
方

給
付
額　
子
ど
も
１
人
に
つ
き
１０
万
円

給
付
時
期　
令
和
２
年
５
月
上
旬

※
４
月
末
ま
で
に
給
付
決
定
通
知
書
を
送

付

淵
提
言
書
の
内
容
な
ど
に
つ
い
て

払
１０
人
（
当
日
先
着
順
）

物
市
民
協
働
推
進
課
☎
焚
４
６
５

●
第
４２
回
八
潮
市
ま
ち
づ
く
り
・
景
観
推

進
会
議
の
傍
聴

腹
１２
月
２６
日
㈭　
午
前
１０
時
～

複
八
潮
メ
セ
ナ
会
議
室
１
・
２

淵
草
加
都
市
計
画
区
域
区
分
の
変
更
に
つ

い
て
（
諮
問
）

払
１０
人
（
当
日
先
着
順
）

物
開
発
建
築
課
☎
焚
３
２
２

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
の
臨
時
休
館

　
館
内
清
掃
の
た
め
、
休
館
し
ま
す
。

腹
１２
月
２２
日
㈰

物
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
☎
９３６
・
０
５

０
７令

和
元
年
度
第
２
回
入
学

準
備
金
貸
付

　
高
校
・
専
修
学
校
・
大
学
に
入
学
す
る

こ
と
が
確
実
な
方
の
保
護
者
で
、
入
学
費

用
の
支
払
い
が
困
難
な
方
に
、
無
利
子
で

お
貸
し
し
ま
す
。

　

ま
た
、
調
査
を
行
っ
て
い
な
い
家
屋
、

取
り
壊
し
を
し
た
家
屋
が
あ
り
ま
し
た
ら

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

物
資
産
税
課
☎
焚
３
０
２

家
計
調
査

　
総
務
省
統
計
局
で
は
、
都
道
府
県
を
通

じ
て
毎
月
「
家
計
調
査
」
を
実
施
し
て
い

ま
す
。

　
こ
の
調
査
は
、
家
計
簿
を
一
定
期
間
記

入
し
て
い
た
だ
く
も
の
で
、
国
民
生
活
に

お
け
る
家
計
収
支
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
、

国
の
経
済
・
社
会
政
策
を
立
案
す
る
た
め

の
基
礎
資
料
と
し
て
役
立
て
ら
れ
ま
す
。

　
調
査
の
対
象
は
、
総
務
省
が
指
定
し
た

市
内
の
一
部
の
地
域
で
無
作
為
に
選
定
さ

れ
ま
す
。
対
象
と
な
っ
た
世
帯
に
は
、
県

知
事
が
任
命
し
た
調
査
員
が
伺
い
ま
す
の

で
、
回
答
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

物
県
統
計
課
☎
０４８
・
８３０
・
２
３
１
７

２
０
２
０
年
農
林
業
セ
ン
サ
ス

　

令
和
２
年
２
月
１
日
現
在
で
、「
２
０

２
０
年
農
林
業
セ
ン
サ
ス
」
が
実
施
さ
れ

複
市
役
所
第
２
会
議
室

淵
あ
ら
ゆ
る
場
面
に
お
け
る
人
権
に
関
す

る
相
談

相
談
員　
人
権
擁
護
委
員

※
法
務
大
臣
か
ら
委
嘱
さ
れ
、
国
民
の
基

本
的
人
権
が
侵
害
さ
れ
な
い
よ
う
に
監
視

し
、
侵
害
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
適
切
な

処
置
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
救
済
を
図

り
ま
す
。

物
人
権
・
男
女
共
同
参
画
課
☎
焚
８
１
１

平
成
３２
年
度
建
設
工
事
、
設
計
・

調
査
・
測
量
、
土
木
施
設
維
持
管

理
業
務
の
競
争
入
札
参
加
資
格
審

査
申
請
受
付
（
追
加
受
付
）

登
録
期
間　
令
和
２
年
４
月
１
日
～
令
和

３
年
３
月
３１
日

仏
新
規
申
請
は
令
和
２
年
１
月
６
日
か
ら

１７
日
ま
で
、
追
加
申
請
は
令
和
２
年
１
月

６
日
か
ら
２４
日
ま
で
に
、
申
請
書
類
を
郵

送
で
共
同
受
付
窓
口（
県
入
札
審
査
課
）へ

※
消
印
有
効
。
持
参
不
可
。
市
の
窓
口
で

は
受
付
し
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

※
詳
し
く
は
、県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http: 

//www.pref.saitama.lg.jp/a0212 
/kouji3132/tuika-top.html

）
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

物
財
政
課
☎
焚
４
４
５

家
屋
調
査

　
家
屋
を
新
築
ま
た
は
増
改
築
し
た
場
合
、

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
が
課
税
さ
れ

ま
す
。
そ
の
税
額
を
算
出
す
る
た
め
、
市

の
職
員
に
よ
る
「
家
屋
調
査
」
を
実
施
し

て
い
ま
す
。

　
調
査
に
あ
た
っ
て
は
、家
屋
の
内
部（
間

取
り
・
設
備
な
ど
）
を
確
認
し
ま
す
の
で
、

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

仏
令
和
２
年
１
月
３１
日
ま
で
に
申
請
書

（
市
交
通
防
犯
課
ま
た
は
学
校
な
ど
で
配

布
）
を
窓
口
ま
た
は
郵
送
で
、
み
ず
ほ
信

託
銀
行
浦
和
支
店
（
〒
３３０
―
０
０
６
３
さ

い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
２
―
６
―
１８
）
へ

物
県
防
犯
・
交
通
安
全
課
☎
０４８
・
８３０
・
２

９
５
８

特
定
健
診
受
診
後
の
健
康

相
談
会

　
健
診
の
結
果
、「
血
糖
が
高
い
」「
内
臓

脂
肪
が
多
い
」
な
ど
、
要
指
導
と
判
定
さ

れ
た
方
や
、
生
活
習
慣
改
善
を
考
え
て
い

る
方
な
ど
、
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

腹
令
和
２
年
１
月
１９
日
㈰
、
２
月
１７
日
㈪
、

３
月
８
日
㈰　
午
前
１０
時
～
１０
時
３０
分

複
保
健
セ
ン
タ
ー

覆
特
定
健
診
を
受
診
し
た
方

淵
保
健
師
、
栄
養
士
に
よ
る
個
別
相
談

弗
健
診
結
果

沸
無
料

※
事
前
申
し
込
み
不
要

物
保
健
セ
ン
タ
ー
☎
９９５
・
３
３
８
１

　児童の権利に関する条約（子どもの権利条約）という言葉を聞
いたことがあるでしょうか。世界中の全ての子どもたちが持つ権
利について定めた条約で、国際連合が１９９０年に発効し、日本は１９
９４年に批准しました。
　子どもの権利条約では、主に以下の４つの権利が定められてい
ます。病気や怪我をしたら治療を受けられることなどを示した「生
きる権利」、考えや信じることの自由が守られ、自分らしく育つ
ことができることなどを示した「育つ権利」、あらゆる種類の虐
待や搾取などから守られることなどを示した「守られる権利」、
自由に意見を表したり、グループを作ったり、自由な活動を行っ
たりできることなどを示した「参加する権利」です。
　このように、子どもにはひとりの人間として正当に扱われる権
利があります。その一方で、子どもに対する虐待がニュースなど
で報じられています。子どもが健やかに成長していくためにも、
私たち一人ひとりが子どもの権利を認め、大人がサポートできる
ような環境づくりを心がけていくことが必要ではないでしょうか。
　国では、世界人権宣言が国際連合総会で採択された１９４８年１２月
１０日を記念して、毎年１２月４日から１０日までを人権週間と定めて
います。
　また、県では、１２月４日から１０日まで「人権尊重社会をめざす
県民運動強調週間」としています。

知っていますか　「子どもの権利条約」
人 権 そ れ は 愛

物社会教育課☎奮365、人権・男女共同参画課☎奮811

　システムメンテナンス作業のため、証明書のコン
ビニ交付サービスを一時停止します。
腹１２月２９日㈰～令和２年１月３日㈮
物住民票・印鑑証明・戸籍関連＝市民課☎焚２１０、
課税所得証明・非課税証明関連＝市民税課☎焚２０６

　１１月２０日㈬、八潮市と埼玉土建一般
労働組合八潮支部は「災害時における
被災住宅の応急修理等に関する協定」
を締結しました。
　この協定は、八潮市域で地震、風水
害等による大規模災害が発生し、住家
等に被害が発生した場合において、災
害救助法に基づく被災住宅の応急修理
を迅速に実施することを目的とするも
のです。
物危機管理防災課☎焚305

コンビニ交付サービスの
一時利用停止

災害時における
被災住宅の応急修理等に

関する協定


